
令和５年４月１日以後開始事業年度等分 

 外国法人用 

 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№25】１欄の金額は、次の資産に係る試験研究費の額を除き、

申告調整額を加減算した税務上の金額となっていますか。 

⑴ 棚卸資産 

⑵ 固定資産（事業の用に供する時において試験研究の用に供 

するものを除きます。） 

⑶ 繰延資産（試験研究のために支出した費用に係るものを除 

きます。） 

 また、これらの資産に係る試験研究費の額については、研究

開発費として損金経理をした金額のうちこれらの資産の取得価

額となる費用の額等となっていますか。 

 そのほか、試験研究費に充当する目的で他の者から支払を受

けた金額がある場合、その金額を試験研究費の額から控除して

いますか。 


